
児童福祉施設最低基準について (社会的養護関1系 ) 資料2-1
1。 平L児院

分類 基準の内容 条 項 □百
倉」設

年度

近

正
店

直

改

生

員

関鋼
巡
係

乳児

10人
以上

乳児院には、小児科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、看護師、栄養士
及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっ
ては調I早 員を置かないことができ名^

21

S23 H17

看護師の数は、おおむね乳児の数を1.7で除して得た数 (その数が7人未満であると
きは7人)以上とする。 2 S23 H9

看護師は、保育士又は児童指導員 (児童の生活指導を行う者をいう。以下同じ。)

をもってこれに代えることができる。ただし、乳児10人の乳児院には2人以上、乳
児が10人を超える場合は、おおむね10人増すごとに1人以上看護師を置かなければ
ならない。

3 S23 H9

乳児

10人
未満

嘱託医、看護師及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない

22
S23 H9

看護師の数は、7人以上とする。ただし、その1人を除き、保育主又は児童指導員を
もつてこれに代えることができる。 2 S23 H9

② 居 室
面積等
関係
(一 部
は④そ
の41bヽ

乳児

10人
以 ト

寝室、観察室、診察室、病室、ほふ<室、調理室、浴室及び便所を設けること。
(※ 膚牢、観察察及 7ゞ言目理牢のみ②居牢而稽等関係ヽ 19

1 S23 H9

寝室及び観察室の面積は、それぞれ乳児 1人につき165溺以上であること 2 S23 S33
乳児

10人
美 )詰

乳児の香育に専用の牢を設けること

20
1 S23

専用室の面積は、 1室につき9.91ボ以上とし、乳児1人につき1.65面以上であるこ
と。 2 S23 S33

④ そ の
他

乳児院における養育は、乳児の健全な発育を促進し、その人格の形成に資することとなるも
のでなければならない。

23

1 S54
養育の内容は、精神発達の観察及び指導、毎日定0寺に行うl受乳、食事、おむつ交換、入浴、

外気浴及び安静並びに定期に行う身体沢」定のほか、第12条第1項に規定する健康診断及び必
要に応じ行う感染症等の予防処置を含むものとするハ

2 S23 H9

乳児院 (乳児10人未満を入所させる手t児院を除<。 )においては、乳児が入所した日から、
医師又は嘱託医が適当と認めた期間、これを観察室に入室させ、その心身の状況を観察しな
ければならない。

24 S23 H9

乳児院の長は、第23条第1項の目的を達成するため、入所中の個展の乳児について、乳児や
支援するための計画を策定しなければならない。

２４
曖

H16
乳児院の長は、乳児の保護者及び必要に応 じ当該乳児を取り扱つた児童福祉司又は児童委員

な連絡をとり、手し児の養育につき、その協力を求めなければな弓ない^

25 S54
1



分類 基準の内容 条 項 百

倉」設

年度

近

正

障

直

改

生

員

関鋼
醍
係

児童養護施設には、児童指導員、嘱託医、
下を入所させる施設にあっては栄蕎士を、

保育士、栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、児童40人以
調理業務の全部を委託する施設にあっては調弾員を置かなしヽことができる。

42

S23 H17

FBt業指導を行う場合には、脳業指導昌存置かたけね′ばならなしヽ^ 2 S23
児童指導員及び保育士の総数は、通じて、満3歳に満たない幼児おおむね2人につき1人以上、満3歳以上の幼児おおむ

ね4人につき1人以上、/」9年おおむね6人につき1人以 卜とする^

3 S23 S54

児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
二 大学の学部で、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
三 大学の学部で、lb理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、大学院への入

学を認められた者
四～八  (B各 )

43 S23 H16

② 居 室
面積等
関係
(一 部
は④そ
のllbヽ

児童の居室(調理室、浴室及び便所を設けること。
(※ 居室及び調理室のみ②居室面積等関係)

41
S23

居室の面積は、1人につき3.3ぶ以上とすること。 2 S23 H9

④その
他

児童 の居 呈 の 一軍 の F員は、 これ を 15人以下 とす る ^

41

2 S23
入所 して しヽ る 児童 の年 齢 等 に応 1)、 男 子 とな 子 の属 牢 芥 RI I「す る

「

と ^ 3 S23 S61
便所は、男子用と女子用とをRIIにすること 4 S28 S61
児童 30人以 卜を 入所 させ る県童 蕎謹怖 設 には、 医務 宰 烏7湘巻 牢 芥譜 ける

「

と ^ 5 S23
入所 tノて し`る |■童 の生 齢 、適峰 等 |「 応 1珊業 指 道 |「 lス専た言C僣芥語 l■ ス

「

と 6 S23
児童養護施設における生活指導は、児童の自主性を尊重 し、基本的生活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会

悴存巻い、 1用童の自市芥す樗する

「

と芥日的ル |ノて行わなければならな |ハ _

44
1 S23 H9

児童養護施設の長は、前項の目的を達成するためて児童の家庭の状況に応 じ、その家庭環境の調整を行わなければなら
なしヽ^             , 2 H9

児童養護施設における職業指導は、勤労の基礎的な能力及び態度を育てることにより、児童の自立を支援することを目
的として、児童の適性、能力等に応 じてこれを行わなければな弓なしヽ^

45

1 S23 H9

_欄業 l旨導は、営利を目的とせず、かつ、児童の福祉を損なうことのないようこれを行わなければならないヘ 2 S23 S61
私人の設置する児童養護施設の長は、当該児童養護施設内において行う職業指導に付随する収入があつたときには、そ

の収入を滴切にい分したけね′ばならたしヽ^

3 S23 S61

児童養護施設の長は、懸要に応 じ当該児童養護施設外の事業場等に委託して児童の職業指導を行うことができる。ただ
し、この場合、児童が当該事業場から受け取る金銭の使途については、これを貯金させる等有効に使用するよう指導 し
なければた馬たしヽ^

4 S23

児童養護施設の長は、第44条第 1項及び前条第1項の目的を達成するため、入所中の個長の児童について、児童やその
家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。

４５

の

２

H16

児童養護施設の長は、児童指導員及び保育士のうち少なくとも1人を県童と記居存其にさせたけね.ばたらたい^ 46 S23
児童養護施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応 じ児童家庭支援センター、児童委員、公共職

業安定所等関係機関と密接に連携 して児童の指導及び家庭環憤の調撃に当″らなけね.ばた島た1/h^
47 S23 H9



分類 基準の内容 条 項 ］百
倉」設

年度

直近

改正
年度

①職員配
置関係

情緒障害児短期治療施設には、医師、心理療法を担当する職員、児童指導員、保育士、
看護師、栄養■及び調理員を置かなければならない。ただ し、調理業務の全部を委託する
施設にあっては調理員を置かないことができる。

75

1 S54 H17

医師は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならないn 2 S54 H14
心理療法を担当する職員は、大学の学部で,b理学を修め学■と称することを得る者又は

大学の学部でlb理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得 したことにより、大学院への
入学を認められた者であって、個人及び集団lb理療法の技術を有 し、かつ、lb理療法に関
する1年以上の経験を有するものでなければな弓ない^

3 S54 H13

心理療法を担当する職員の数は、おおむね児童10人につき1人以上とする。 4 S54`
児童指導員及び保育上の総数は、通 じておおむね児童5人につき 1人以上とする。 5 S54

② 居室面
積等関係
(一 音βは

④ そ の
イ也)

児童の居室、医務室、静養室、遊戯室、観察室、心理検査室、相談室、工作室、調理室

浴室及び便所を設けること。
(※ 県童の居察及び言周理牢のみ②居牢而稽等関係 ) 74

1 S54

児童の居室の面積は、4人につき3.3面以上とすること。 2 S54 H9

④その他

児童の居室の一室の定員は、これを5人以下とする

74
2 S54

男子 と女子の居牢は、これをЯIIにすること 3 S54
便所は、男子用と女子用とを別にすること 4 S54 S61
情緒障害児短期治療施設におけるlb理療法及び生活指導はt児童の社会的適応能力の回

復を図り、児童が、当該1情緒障害児短期治療施設を退所した後、健全な社会生活を営むこ
とができるように行わなければな弓なしヽ^ 76

４

１ S54 H9

情緒障害児短期治療施設の長は、
質及び能力を説明するとともに、
ければならない。

前項の目的を達成するため、児童の保護者に児童の性
児童の家庭の状況に応 じ、その家庭環境の調整を行わな 2 H9

情緒障害児短期治療施設の長は、前条第1項の目的を達成するため、入所中の個々の児童
について、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定し
なければならない。

７６
曖

H16

_雌 児短期治療施設については、第46条の規定を準用する 77 S54
情緒障害児短期治療施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びにИ要に応 じ

児童家庭支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センター等関係機関と密接に連携
して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない

^

78 3 S54 H9



分類 基準の内容 条 項
設

度

創

年

直近

改正
征度

①職員配
置関係

児童自立支援施設には、児童自立支援専門員、児童生活支援員、嘱託医及び精神科の診療に相当の経験を有する医師又
は嘱託医、栄養士並びに調理員を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては栄養士を
調IIP業務の全音Bを香託する施設にあっては調理邑存置かたしヽ

「
とができる^ 80

1 S23 H17

職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない
^ 2 S23

児童自立支援専 Pヨ員及び児童生活支援員の総数は、通じておおむね児童5人につき1人以上とする。 3 S23 S61
児童自立支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当する者であって、児童自立支援専門員養成所が行う児童自立支援

施設の運営に関し必要な矢□識を習得させるための研修又はこれに相当する研修を受けた者でなければならない。
一 医師であって、精神保健に関して学識経験を有する者
三 社会福祉士となる資格を有する者
三 児童自立支援専門員の職にあった者等児童自立支援事業に5年以上 (養成所が行う児童自立支援専門員として必要
な知識及び技能を習得させるための講習の課程を修了した者にあっては、3年以上)従事 した者
四  (略)

81 S23 H18

児童自立支援専P5員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
三 社会福祉士となる資格を有する者
三 地方厚生局長等の指定する児童自立支援専 Pヨ 員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
四～八  (0各 )

82 S23 H18

児童生活支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければなら面
一 保育士の資格を有する者
三 社会福祉

=と
なる資格を有する者

三 3年以上児童自立支援事業に征事 した者

83 S23 H18

②居室面
稽 等 関 係

前項に規定する設備以外の設備については、第41条の規定を準用する。 79 2 S23

④その他

児童自立支援施設の学科指導に関する設備については、」ヽ学校、中学校又は特別支援学校の設備の設置基準に関する学
校教育法の湿宣を整里する。ただし、学科指導を行わない場合にあってはこの限りでないぃ 79

1 S23 H9

_男子と女子の居室は、これを局」にしなければならないぅ 2 S23
児童自立支援施設における生活指導及び職業指導は、すべて児童がその適正及び能力に応じて、自立した社会人として

蕪 ネ上金生二奎営んでいくことができるよう支援することを目標としなければな弓なしヽハ

84

1 S23 H9

学科指導については、学校教育法の規定による学習指導要領を準用する。ただし、学科指導を行わない場合にあっては
この限りでない。 2 S23
生活指導、職業指導及び家庭環liの調撃につしヽては、第44条及7ゞ第45条の押申存淮田する^ 3 S23 H9
児童自立支援施設の長は、前条第1項の目的を達成するため、入所中の個展の児童について、児童やその家庭の状況等
を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければな弓たしヽ^

８４
の

H16

児童自立支援施設の長は、児童自立支援専門員及び児童生活支援員のうち少なくとも一人を児童と起居を共にさせなけ
ればならない。 85 S23
児童自立支援施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、公
共職業安定所等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環挿の調撃に当庁らなけね.ばたらなしヽ^

87 S23 H9

児童自立支援施設においては、入所している児童の自立支援のため、随時心理学的及び精神医学的診査並びに教育評価
(学科指導を行う場合に限る。)を行わなければならなしヽ^

88 S23 H9

4



分類 基準の内容 条 項 5
倉」設

年度

近

正

慮

直

改

年

①職員配置
関係

母子生活支援施設には、母子指導員 (母子生活支援施設において、母子の生活指導を行う者をいう
以下同じ。)、 嘱託医、少年を指導する職員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければな
らない:ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができるハ

27 S23 H17

母子指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 地方厚生局長又は地方厚生支局長の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成
施設を卒業した者

二 保育士の資格を有する者
三 社会福祉士の資格を有する者
四 高等学校若し<は中等教育学校を卒業した者、大学への入学を認められた者若じ<は通常の課
程による12年の学校教育を修了した者 (通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育
を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定 した者であっ
て、2年以 卜県童福れ卜事業に循事 tノ好もの

28 S23 H16

②居室面積
等関係
(一部は④
その他)

母子室、集会、学習等を行う室、調理場、浴室及び便所を設けること。ただし、
があるときは、浴室を設けないことができる。
(※ 母子 牢及 7洋周理揚 のみ② 居宰而稽等 関係 )

付近に公衆浴場等

26
S23 H9

母子室の面積は、おおむね1人につき313耐以上であること。 3 S23 H9
母子生活支援施設に、保育所に準ずる設備を設けるときは、保育所に関する規定 (第33条第2項を

除<。 )を準用する。
31 S23

④その他

母子室は、1世帯につき1室以上とすること

26

2 S23
乳児又は幼児を入所させる母子生活支援施設には、付近にある保育所又は児童厚生施設が利用でき
ない等必要があるときは、保育所に準ずる設備を設けること^

4 S23
享t児又は幼児30人未満を入所させる母子生活支援施設には、静養室を、享t児又は幼児30人以上を
入所させる母子生活支援施設には、医務室及び静養室を設けること。

5 S23
母子生活支援施設における生活指導は、個々の母子の家庭生活及び稼働の状況に応じ、就労、家庭
生活及び児童の養育に関する相談及び助言を行う等の支援により、その自立の促進を目的とし、か
つ、その私生活を尊薫 して行わなければな鳥たしヽ^

29 S23 H9

母子生活支援施設の長は、前条の目的を達成するため、入所中の個展の母子について、母子やその
家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければな為ない^

２９
曖

H16
母子生活支援施設に授産場を設けるときは、その運営につき労働基準法 の精神を遵守しなければ

ならない。 30 S23
母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子自立支援員、

び公共職業安定所並びに必要に応じ児童の通学する学校、
母子の保護及び生活の支援に当たらなければなRたい^

児童家庭支援センター、母子福祉団体及
児童相談所等関係機関と密接に連携して ３。

曖
H9



分類 基準の内容 条 頂 口５
倉」設

年度

近

正

度

直

改

年

④その他

児童家庭支援センターには相談室を設けなければならない。 ８８
曖

H9

児童家庭支援センターには、法第44条の2第 1項 に規定する業務 (次条にお

いて「支援」という。)を担当する職員を置かなければならない。
８８
∝

1 H9

前項の職員は、法第13条第2頂各号のいずれかに該当する者でなければなら
ない。

2 H9

児童家庭支援センターにおける支援に当たつては、児童、保護者その他の意

向の把握に努めるとともに、懇切を旨としなければならない。

８８
餌

イ

ー H9

児童家庭支援センターにおいて、児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、
民生委員、児童委員、母子自立支援員、母子福祉団体、/AN共職業安定所、婦
人相談員、保健所、市町村保健センター、精神保健福祉センター、学校等と
の連絡調整を行うに当たつては、その他の支援を迅速かつ的確に行うことが
できるよう円滑にこれを行わなければならない。

2 H9

児童家庭支援センターにおいては、その附置されている施設との緊密な連携
を行うとともに、その支援を円滑に行えるよう必要な措置を講じなければな
らない:

3 H9



7。 児童福祉施設共通部分

分

類 基準の内容 条 項
倉」設

年度

近

正
慮

直

改
往

③
人
権
関
係

虐待等の禁止
児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対 し、法第33条の 10各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有
実た影響有与ラる行為夕 tノてはならな17h^

９
”

H16

懲戒に係る権

限の濫用禁止
児童福祉施設の長は、入所中の児童に対し親権を行う場合であって懲戒するとき又は懲戒に関しその児童の

福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を写え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。
９
∝

H9

食事

児童福祉施設 (助産施設を除 <。 以下この項において同じ。)において、入所 している者に食事を提供する
と六 |オ_当診 1日音福ね卜怖言C肉で調 T里 すス高法 |「 よ n行わた l■ ね |ゴならな |ハ _

H20

児童福祉施設において、入所している者に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、
入所 [ノている者の健↑な発育に必蓼た栄篭昌存含有するものでなけね.ばならたしヽ^

2 S23 S54
食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所 している者の身体的状況
烏7ド嗜t子芥者虐 |ノ午七のでなければからな 1,ヽ _

3 S48
調 IIPは 、 あ らか 1)め作 成され F― 献 市 |「律 って行 わた けね |ゴな らた しヽ ^ 4 S48

秘密保持等

児童福祉施設の職員は、正当な理由がな <、 その業務上知 り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはな

'も

なしヽ^ ‐４
曖

H16

児童福祉施設は、職員であつた者が、正当な理由がな<、 その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を
漏弓すことがたしヽよう、必蓼た措置存言書tツなけれ′ばたらたしヽ^

2 H16

④
そ
の
他

最低基準の向

上

都道府県知事は、その管理に属する都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その監督に属する児童福祉施設
に対し、最低基準存紹えて、その設備及7ゞ運営存向 卜させるように勧告することができる^ 3

S23
厚生労働大臣は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。 5 S,3

最低基準と児
童福祉施設

児童福礼}瓶設 は、 最 低基準 を超 え て、常 に、 そ の設備 及 7ゞ渾 営 を 向 卜させた けれ ばた らな しヽ ^

4
S23

最低基準を超えて、設備を有 し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、そ
の言0僣▽は運営芥低下させてはならな Iハ ^

2 S23

児童福祉施設
の構造設備の

―般原貝」

児童福祉施設には、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
5

S61
児童福祉施設の構造設備は、採光、換気等入所している者の保健衛生及びこれらの者に対する危害防止に十
分な者虐を払って設けられなければな弓なしヽハ 2 S23

児童福祉施設
と非常災害

児童福祉施設においては、軽便消火器等の消火用具、非常□その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、
非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。 6

S23

前頂 の副|1績の うち、 僻難 段 7ヽ肖lArlこ対す る割|1績 は、めた く とも
~E日

1向 は、

「

ね 存行 わ な けれ ばた らた しヽ ^ 2 S23
職員の一般的

:[雪コイ21ニ
児童福祉施設に入所している者の保護に従事する珊員は、健全な′出身を有し、児童福祉事業に熱意のある者

であって、できるB昆 り帽童福れ卜事業の揮論段7ゞ実際につしヽて割|1績存じけ肝者でたけれ,ばたらたしヽ^

7 S23

職員の知識及
び技能の向上

雲

児童福祉施設の職員は、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維
持及び向上に努めなければならないハ ７

∝
H17

児童福祉施設は、脳員に対 し、その資質の向上のための研修の機会を確保 しなければならない. 2 H17



分

類 基準の内容 条 項 認
戦

直近

改正
生彦

④

そ

の
他

旧の任云侶 flL

施設を併せて

設置するとき
の基準

児童福祉施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該児童福祉施設の設備及び職員の
一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることができる。ただし、入所している者の居室及び
各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員については、この限りでない。

8 S54

入所した者を
平等に取り扱

う臣 日||

児童福祉施設においては、入所している者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否か
によって、差別的取扱いをしてはならない。

9 S23

衛生管理等

児重 7昌7■施設に入所 している者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、
∇は衛牛 卜|ス専か増署芥譜 |ヽなけねばならな |ハ _

10

1 S23 S61

児童福祉施設は、当該児童福祉施設において感染症が発生し、又はまん延しないように嚇要な措置を講ずるよ
う努めなければならない。

2 S23 H15

児童福祉施設 (助産施設、乳児院、保育所、児童厚生施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設を除
く。)においては、1週間に2回以上、入所している者を入浴させ、又は清拭しなければならない。

3 S23 S48

児童福祉施設には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければなら
本0し ヽ̂

4 S23 H15

苦情への対応

児童福祉施設は、その行つた援助に関する入所している者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応
するために1苦情を受け付けるための窓□を設置する等の必要な措置を請 L)なければならたしヽハ

~

‐４

の
３

1 H12
乳児院、児童養護施設、矢目的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心

身障害児施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設は、前項の嚇要な措置として、苦情の公正な解決
を図るために、苦情の解決に当たって当該児童福禍「施設の職員以外の者存関与させなければならない^

2 H17

児重7昌租施設は、その行つた援助に関し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の実施に係
る都道府県又は市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければ
たちない^

3 H12

1用重 福 利「師 譜 は 、 運 営 滴 Tイに季 昌 会 が 行 う 調 杏 |「 で き る R目 の 協 力 |ノな け ね |ゴな ら な |ハ _ H12

入所した者及
び職員の健康

診断

児童 7昌71L施設の長は、人防 した者にヌ]し、人助 U音の健康診断、少なくとも 1年に2回の定期健康診断及び臨時の
健康診断芥ヽ学朴保健参全法 l「 押中する健序診際FI「 准 |して行わたければか らな |ハ ^

12

S23
児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲 |ずる健康診断が行われた場合であって、当

該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げ
る健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、児童福祉施設の長は、それぞれ同表の
左欄に掲げる健康診断の結果を把握 しなければならない。 2 H9

児童福祉施設の長は、第 1項の健康診断に当た ってはこ必要に応 じ梅毒反応検査を行わなければならない ^ 3 S54
第 1瑣の健康診断を した医 B巾は、その結果必要な事項を母子健康手帳又は入所 した者の健康を記録する表に記入

するとともに、必要に応 じ入所の措置又は助産の実施、母子保護の実施若 し<は保育の実施を解除又は停止する
等必悪な手続をとること芥、県童福莉卜怖言Cの長に勧告 tノたければならたしヽ^

4 S23

児重福7■施設の職員の健康診断に当たつては、特に入所している者の食事を調理する者につき、綿密な注意を
払わなけれ,ばたちたしヽ^

5 S23

児童福祉施設
内部の規程

児童7畠祉施設においては、次に掲|ずる事項のうち必要な事項につき規程を設けなければならない。
― 入所する者の援助に関する事項
二 その他市識の管理につしヽての重蓼彗頂

13 S23 S54

児重 7昌 71L胞設
|「 借 ラム幅雀

児重福祉施設には、職員、財産、収支及び入所 している者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかな
けれ,ばたちなしヽ^

14 S23 S61



(参考)児童福祉施設最低基準 (昭和23年厚生省令第63号)の根拠規定について

児童福祉法 (昭不□22年法律第164号 )

第45条 厚生労働大臣は、児童福祉施設の設備及び運営並びに里親

の行う養育について、最低基準を定めなければならない。この場合

において、その最低基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発

達のために嚇要な生活水準を確保するものでなければならない。

2 児童福祉施設の設置者及び里親は、前項の最低基準を遵守しなけ

ればならない。

3 児童福祉施設の設置者は、児童福祉施設の設備及び運営について

の水準の向上を図ることに努めるものとする。




